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○説明員 蘭越町副町長山内 勲

○出席した事務局職員

事務局長 福原明美 庶務係長 和田慎一

○協議事項

チセヌプリスキー場の売却にかかる入札談合行為と背任疑惑の真相究明を求める陳
情調査

1）閏越町からの説明

2）質疑応答

○事務局長それでは、お暑い中、また、お忙しい中集まりいただきまして、ありがとう

ございます。令和3年度の蘭越町議会総務文教常任委員会ということで進めててまいり

たいと思います。

まず最初に委員長挨拶をいただき､その後議事に入りたいと思いますので､よろしくお

願いします。

○難波委員長みなさん、こんにちは｡大変お忙しい中、お集まりいただきましてありが

とうございました｡出かけにテレビの天気予報を見ていましたら、蘭越の現在の気温が3

1．7度となっておりました。6日連続で30度越えという記録的な猛暑でございますけ

れども､まだしばらく続きそうだということで､体調管理に気を付けながら過ごしていた

だきたいなとそんなふうに考えております。

さて､今日はチセヌプリスキー場の陳情に関わりまして､山内副町長の方からですね、

町の説明をこれから受けたいというふうに考えております。

前回の協議の中でも､ちょっとお話をしましたけれども､今日の町からの説明につきま

しては､あがっております陳情書に掲げられております4点についてですね、1項目ずつ

説明をしていただこうかなと考えております。

この4点につきましては､－つ目は第1回の公募について､非常識かつ高圧的な対応を

することによって破談を誘導したということの主張をしております。それから2点目は、

？回目公募について､大幅な値下げをしたとこういうことでございます。3点目について

は､選定が公正に実施されていないという主張であります｡最後に、4点目ですけれども、

売却先の企業が、公募時の提案内容と異なる事業を行っているということでございまし

て、これら4点につきまして、副町長の方から説明をいただいて、そのうち、質疑応答が
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あれば､質疑応答をして、今日の説明を受けたいなというふうに考えておりますので、よ
ろしくお願いいたします。

○難波委員長それでは早速、町の方から説明を求めたいと思いますけれども、副町長
よろしいですか。じゃあ、よろしくお願いします。

○山内副町長今委員長が申しあげましたとおり、4点について順次、町の対応につい
て私の方から概略を説明させていただきたいと思います。

マスク、こもっていて聞きづらかったら言ってください｡もう少し大きな声で話すよう
にしますので。

町はですね､平成25年度に遡りますけども､当時雪秩父と一緒に運営していたチセヌ

プリスキー場､こちらの方の平成7年に高速リフトを新しくしてから､相当数の年数が経
ったということで、どうしても老朽化が激しく、安全性が保てないという担当部署からの

|とい切実な課題があって、直すのにはどれくらいかかるんだ

う、ケーブル・リフトをやっている専門会社ですけども、

という話で、

L ■の方に見積書を徴
したところ、今と同じだけの安全性を確保してやるとすれば、3億3,000万円程度の

お金は必要だと、そういう見積もりをいただきました。内部で検討してもですね、どう考

えても3億3,000万をあそこに入れて、これまでのスキー人口やら収支経営を鑑みた

らですね､なかなかその大きな投資は、町費としては難しいという結論を、町としては、

内部では一定程度そういう形になりまして、そうは言っても町の施設で今ありますので、

じゃあまず町民はどのように思っているかということで、その年の町政懇談会にですね、

議題として取り上げまして､町政懇談会にすべて町民が参加しているわけでないので､そ

れをすべてというふうに言うのはちょっと大げさかもしれませんけれども、町はこれま

でもことあるごと､町政懇談会で大きな事業については説明をして､意見を求めてきたも

のですから､今回のこのスキー場に関しても、26年の12月から翌年にかけた町政懇談

会で、各地区で説明をさせていただきました。そうした中でですね、私たちが率直に感じ

たのはもちろん事実でありますし､このスキー場についてですね､蘭越町民は大事だとい

う感覚はあるんでしょうけども､やはり私たちと同じく、そこまでの経費をかけて継続し

ていくのは難しいんではないか､そういうような意見というか話もありまして､一方で残

してほしいということは､町民からは､その町政懇談会では特になかったものですから、

これを－つのバックボーンにしまして、次のステップに進めさせてもらうと。

そういうことで、翌年になってからですね、実はあそこの土地は蘭越町の物ではなく

て､道有林ですから、まずは道有林にですね､そういう譲渡が認められるかどうかという

確認をさせてもらって､一定程度その中で､協議書をもって了承が得られれば継続して次

の方に譲れると､また貸しはできないけども､経営譲渡については一定程度その会社のこ

とを審議して､一定程度の条件に当てはまればできると､そういうような内諾もいただき

ましたので､一回目の公募を平成26年の12月8日から､その時はちょっと長かったん

です公募期間が。27年の4月S0日ですから、結構、4か月、5ヶ月くらいの間をもっ

て応募期間とさせていただき、御承知のとおり5,000万円で譲渡したいと、というよ

うな、大きくはそういう条件で、インターネットや新聞等も通じてですね、募集をかけま

した。そしたら、8社くらいから問い合わせがあったんですね。その都度問い合わせがあ

ったり、こういう内容だったということを書き留めてあったんですけども､その中でも最

終的には､本気度が高いのは2社だろうと。UTホールデイングスもそうだったんですけ

ども、そのほかにもう1社もかなり・ ・ ・で、やりたいという意向を示しましたので、2

社くらいは応募するのかなと思ってましたけども、最終的には4月2日にUTホールデ
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イングス1社だけの応募でありました。

4月30日が期限でしたので、期限をもって1社ということで申し込みを受け付けさ
せていただきまして、その後にですね、もちろん町長等に報告するとともに、実は国民宿
舎雪秩父の改築検討委員会等いうものを役場の中に、検討委員会を設立しておりまして、
そのメンバーは委員長に副町長､今の町長ですね､副委員長に当時総務課長だった私がな
って､そのほかに各課局長が連ねておりまして､そういう検討委員会がありましたので、
そこに兼務するという形で、スキー場のこともそこで一定程度内部で検討を図ろうとい
うことで､まず1回目は4月2日のその申し込みを受けて、5月12日に検討委員会を開
催して、こういう申し込みがあったけども、こういう会社からあったけどもどうしようか
という話になりましたら、 1社しかないし、申し込んでこないし、その会社と協議を進め
ていいんではないかという検討委員会で一定程度の理解をしていただきましたので、そ

ういうことで次のステップに進んでいくと、そういうふうになっていきました。
それでその後ですね、そういうふうに協議を進めなければならなかったものですから、

私と当時の■Iさんは､雪秩父担当の■さんは索道のことに詳しいものですから､UT
ホールデイングスの担当者と一緒にですね､札幌まで行ってですね､索道協会だとかある

いは運輸局に行って､今後索道事業を進めるにはどういった手続きが必要かとか､どうい

った申請が必要になってくるとか、どういった人を配置しなければならないということ

をですね、事細かく何回も行って聞いてきて、私どももですねUTホールディングスが

5, 000万円であそこを譲って継続してやってもらうということに対しては非常にあ

りがたいと思っていましたので､そういう協力を惜しまなくですね､やってきたところで

はあります。

そうした中で実は一つありまして､協議の途中でですね､確か8月くらいだったと思う

んですけれども、北海道、土地を持っている北海道の方から、譲渡することはいいんだけ

れど､最初のときは言ってなかったんですけども､最終的に譲渡することになったら保証

人をつけてほしいという、そういう条件が加わったんです、途中から。その保証人にはで

きれば蘭越町がなってほしいと最初言ったんですね。私どもは、地方公共団体というの

は、行政団体というのは、地方自治法にのっとると民間の保証人にはなれないと、そうい

う規定がありますので、いやいや、それはできないですと言ったところ、じゃ民間でもい

いから見つけてきて保証人をつけてほしいと、そういうふうになったんですね。

そのことをUTホールディングさんにお伝えしますと、最初はわかったって言ったん

ですけども、持ち帰って内部で、おそらく協議をされた時点で、その保証人を見つけると

いうことは､後からのUTさんの主張なんですけども､その保証人に対して一定程度のお

金を担保しなければならないので､そのお金が余分にかかってくると､蘭越町さんが最初

に示した条件は、5,000万円しか必要ないのに、ないと言っているのに、余計な金が

かかってくるんじゃないかと、平たく言うとそういう言い方なんですね。だから、5,0

00万円の譲渡金額を減額してほしいということで言ってまいりました､社長が｡それで

トップ同士の話もして､私たちも中に入って話していたんですけども、うちとしては保証

人のかかる経費というのは会社の、会社間の問題であって、私どもがその5,000万を

保証人に預託しろとか担保しろと指示したわけでなくて、保証人はつけてほしいと言っ
たけども、お金を担保しろよとまではうちらは指示してないので、それを、どうやって保

証人を見つけてくるかは会社の裁量だと、そういうふうに思うので、その論法で5,00

0万円の譲渡金額を値切る、安くするということはできないというふうに跳ね返したん

ですよね。そうすると、そういうやり取りが1回か2回ありまして、最終的にうちの、当

時の町長とか私とか副町長がですね､相手側も社長さんが来て､話をしたのが平成27年
の10月18日なんですけども、この日にみんな集まって最終的な協議をしたんです。こ
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の席の中で、じゃあ減額できないんだったら、どういう町として支援か何かをしてくれる
かと､そういうことを少し話し合いまして､例えばシヤトルバスを運行するのでそれに対
する支援はできないかだとか､あるいは､蘭越町民の利用に関しては割引券を町の負担で
発行してくれないかとか､スキー場の｡そういった支援ができないか、あるいは蘭越町が
このチセのスキー場に対してしっかりと支援しているんだという、その一つの表れとし
て､町長がオープンセレモニー式に来て挨拶をするだとか､一つ一つ細いんですけども、
そういう細いことを言い出してきたんですね。そういうことを10月18日にいろいろ

その席上で話したんですけども、当時私もそうですし､町長もそうですし､今聞いたこと

なのでそれについては､十分､できることとできないことあるけども検討したいぐらいの

話で最後は終わったんです。その時にですね、相手側の社長は言わなかったんですけど

も､相手側の担当者がですね､開口一番に､さっき言ったように､条件変更になったのは、

蘭越町なので、蘭越町が減額するのが当たり前だと、そういうような､それこそ高圧的な

態度をとったものですから､私どももちょっと力チンときましてですね､そこまで言って

くるんだったら、そんな関係がよろしくない中ではなかなかこれから協議を進めていく

のも難しいねというようなことは、私もその時は言いました。

いずれにしてもちょっと戻ったりしますけれども、そういうことで10月18日にお

別れした後に、もう一度社長は､会社に戻ってから、なんせ監査役という方が非常にうる

さくて､そこがしっかり担保されなきゃだめだとか､今後も計画についてももっとしっか

りやらなきゃだめだとか､指摘をされるから大変なんだということを言ってまして､帰っ

てから私も監査役に十分説明して、納得していただけるようなものをやっていきたいと

いうようなことを、どうしてもこのスキー場は手をかけたから成就させたいということ

は、会社の社長は、と当時の社長は言っていました。ですから頑張ったんだろうなという

ふうに私は思いますけども､そういう中で11月の2日ですね、10月18日お別れして

から1か月経たないで11月の2日のときに向こうから蘭越町あてに文書が来まして、

今回のことは白紙撤回させていただきたいとそういうようなことでありましたので、私

どももそれだったら相手があることですので、しょうがないなということで､その時の1

回目の公募､応募に対する経過というのは､それで一応終了させてもらったと、そういう
話であります。

従って1点目の非常識かつ高圧的な態度ということをどういうふうに彼は、どの書類
を､陳情された方は見て感じたのかはわかりませんけども､私どもとしては本当にあそこ

の施設はですね、3億3,000万をかけて直すか、あるいは直さなければ5,000万
をかけて、5,000万はちょっとざっくりしたお金なんですけども、5,000万かけ

てリフトの施設を全部撤去して、そして、あそこ今木がないんですけども、当時、昭和4
1年か42年にスキー場にしたときに木を伐採してきましたので、その木をまたさらに

植林をして、ただの道有林､森林に戻してほしいという、そういう条件で借りていますの

で､そういう原状復帰をしなければならないと､そういうどっちに転んでもですね大変な

状況でしたので､そういう中で次の方が継続してスキー場をやってくれるというのは､本

当に救いの手でですね、私どももこれを逃がしたくないという気持ちはものすごく強く

あったんですけども、やっぱりそれ以上にお互いの主張がどこかでI歯み合わなくなって、

歯車が狂ってきたので､結局は向こうから11月の2日に白紙撤回すると､そういう話で

したので、非常に残念でしたけども、そういう経過で第1回の公募は終わりました。
ちょっと、順次行きます。

2番目の第2回目の公募が､不適切な時期ということですけども､そういうふうにして

11月の2日に終わったものですから､町としてはそのままにしておけませんから､次に
進みたいという､第2回目の公募をしたいということで､そこからまた北海道の森林室の
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方と1回目だめになったのでまた再度公募していいかと。今度はその保証人もしっかり
とその条件の中に入れて公募すると。ということで確認して了解をいただきながら、また
これは議会さんの方にも一定程度そのことでだめになったということ、それからもう1
回、2回目を公募したいということを説明させていただきながら、2回目の公募をさせて
いただきました。2回目は平成27年の12月18です。11月2日に白紙撤回になって
から1か月ちょっと経って、12月18日からお正月挟んでの1月の29日ですから､約
40日間くらいなんですけども、この期間を公募期間として募集をかけました。
不適切な時期に実施するということは、このお正月明けて短かったということなのか
よくわかりませんけども、私どもはやっぱり11月2日に白紙撤回されたものですから、
ほぼ次々といかなければ､道有林､北海道の森林室からは、スキー場廃止してから2年も
3年もあのまま山を投げておくわけにいかないよということは言われてましたので、最
低でも2年以上空けるんだったら、さっき言ったように原状復旧して、リフトを撤去して

木を植えてくださいと、普通の山に戻してくださいと。あそこはスキー場、チセヌプリス
キー場と昭和41年にやってますけども、実は所有者がしっかり北海道という山なんで

すね､一般的な｡そこをチセヌプリの山麓だということでチセの名前を借りてスキー場と

いうふうにしてますけども､ちょっと話それますけども､山スキーヤーたちが言ってるで

すね､山はみんなのものでどこ通ってもいいんだということではなくて、しっかりとあそ

こには所有権が入っていて、権利関係があるんですね｡ですから、そこを勝手に入ったり

出たりというのは、私ども町がリフトでスキー場運営していた時は、それは、商売ですか

ら誰が上がって行って､誰が通ってもいいというふうに、もちろんそのための安全対策も

とってましたし､そのための安全の管理もしてましたから､そういうふうにさせてました

けども､一定程度そこに権利があって､そこを管理する人が今度はやっぱりリフトもない

中で､キャットスキーがあそこの中で縦横無尽にですね走り回っている中で､安全管理を

するとなると、どうしてもやっぱり自分が借りている土地なので入って欲しくないと。

要するにJRTは､ちょっと話飛びますけども、JRTは年間100万以上のお金を道

有林に払って、あそこの面積を借りているんですね。それが山スキーヤーたちは、自分た

ちは、自分のそれを生業にしている人たちは、ど真ん中を通してもらえないとか、滑れな

いって言うんですけども､そういう権利関係がしっかりしているとこなので､その辺はち

ょっと理解してほしいなということではあります。

戻りますけども、そういう中で森林室と話をさせていただいて40日間公募をしたら、

実はその時ですね､ ，社応募あったんですよ｡やったと思って喜んでたら､■■■のこれ
は業者でした｡｜ ■■■の業者でしたけども､喜んでましたら、 1週間もしな
いうちにですね､やっぱり共同経営するって言っていたところ､会社が手を下ろしちゃっ

たんで’社単独でそういうのをやるというのはちょっとやっぱりできないので、やつば

り今回の申請は取り下げてほしいと｡それが2回目の結果でした｡だからその時全く来な

かったわけではないんですね。2回目の公募｡でも結果的には応募なしということになっ

たんです。

2回日もだめなので、じゃあ3回目どうしようかということで、これまた黙ってはおけ

ませんので、次々ということで進めて行ったんですけども、その時に、議会にご説明させ
ていただいたときは、やっぱり5,OOO万は来ないところを見ると高いと。高いんじゃ

ないかと｡それからやりたい人の意向を聞いてみると､むしろスキー場単独では収支合わ

ないから、あの辺にコンドミニアムだったり、あるいは宿泊施設を建てて、そうしながら

お客さんを誘致してスキー場を運営していかないと、なかなか全体として黒字にはなっ

て行かないと｡そういうような話も2回の応募の中で聞けましたので､それだったら大変

だなということで、このまま5, OOO万で公募しても来ないんでないかと。
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くどいようですけどもこのまま投げておいたら最終的には蘭越町があそこをしっかり
と原状復旧していかなければならないというような多少の焦りもありましたけども、そ
ういうことで内部で検討したら､いやいや､実は蘭越町の財政のバランスシートを作ると
きに町の資産を全部洗いだして、今の減価償却いくらあるんだということを出していた
んですね｡最終的に400億くらいの､道路から建物から400Ig<らいの町の資産ある
ということになっているんですけども、その中でリフト、休憩舎、格納庫、この三つの残
存価格いくらだというふうに聞いたら、リフトはないと残存価格、格納庫もないと、休憩
舎が実は残存価格が1,049万2, 165円という平成25年度の残存価格で、 1,0
49万2， 165円の残存価格があると。そしたらその残存価格でいいから、 1,000
万以上、 1,000万程度でいいんじゃないかと、そういう話になったんです。私が上げ
た時は2,000万で上げたんですけども、当時のトップがですね、いやいや、これ何回
もやって来なかったら時間ばっかりくうから、もう思い切って1,000万にするべと。
そういうことで1,000万で第3回目の公募をさせてもらいました。その時は、平成

の28年の3月の7日から28年の4月の22日。この時は､約45日間くらいあったん

ですかね。たいして2回目と変わらないんです。2回目は40日間ですし､今回45日間
くらいとさせてもらったんです｡だらだらやっていても､見る人は見るだろうということ

で、その程度の募集期間とさせてもらいました。そうしましたら、 1,000万というふ

うに下げたらですね､一気に興味を示した方がたくさんみえまして､4社5社からですね

間合せがあったりしまして､最終的には6社から申し込みがありました｡締め切りになっ

た時点でですね。6社からあったんですけども、最終的に検討委員会、庁内の検討委員会

というのを開催させていただき、それが、5月の11日に開催したんですけども、こうい

うような6社からの応募があったけれども、どのようにして決定したらいいでしょうか

ねということで､その検討委員会で協議をしましたら、ここでこうやって資料見せられて

いろいろと話をしても、なかなかわかりづらいんでヒアリングをしてはどうだと。担当

者､担当の会社を呼んで｡その意気込みやら計画内容をしっかり聞いた上で、みんなが採

点して､それぞれが採点して､その中で一番いいなと思ったところに検討委員会として決

めたらどうだと、そういう方向になりました。

最初6社でやろうかと思ったんですけども、資料を見た感じですね、2社、6社のうち

2社についてはですね､■■の会社と■■■の会社だったんですけども､2社については
突然、何の前触れもなく、ほかの4社は問い合わせがあってですね、何回も資料取りに来

たりだとか、経営状況どうなってるんだとかそういう資料をですね提供しての申し込み

だったんですけど､残りの2社については､全然知らないような会社がぼっと申し込んで

来たということもあって､わざわざ■から来てもらったりするのも大変だからという
ことと､それからもう1社は■■■だったんですけども､そういうことで2社はヒアリン
グの対象から外していいでしょうかという､協議の中で確認をして､最終的には4社を呼

んで点数付けて決めましょうということになりました。検討委員会でですね。それで、5

月の23日にヒアリングを実施させてもらいました。その時はですね委員長が副町長で

すし､私も副委員長でしたから、そのほかに各課局長ということで、全員で9人が出席し

て、9人で4社を呼んでということだったんですけども､実は1社はですね当日来ません

でした。失念､後から聞いたら失念していたということでした。その日のヒアリングを。

結局は3社しか来なかったんですけども、その3社からいろいろSO分程度話を聞いて

ですね、みんないろいろ、委員さんもどうなの、あれどうなのと質問しながら、終わった

後に20項目をあらかじめ作っておいて､その20項目を1項目5点満点でですね、20

かける5の100点満点と。そういう中でそれぞれが採点をしました。9人が。そうした

ところJRTが1位としたところが8人､別な会社､[ - "Eいう会社を1位
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にした方が’人でした｡もう’社、3社来たのでもう’社はどなたも’位とはしませんで
した。そういう結果になったものですから、御承知のとおりJRTになったんですけど
も。

ここで少し参考までに申し上げますと､今までそこの統合診療所もそうですし､雪秩父
もそうですし、消防もそうなんですけども、いろんなプロポーザルやって、庁内の検討委
員会で点数決めて業者を決定するときはですね､皆さんそれぞれ､各課局長もそういった
やり方がわかっているので､もちろん相談なんかすることもないですし､それからつけた
点数の最高点と最低点はカットしてですね、一人の方の影響が大きくなると大変なこと
になるので､一人の方が100点満点付けたら､それによって引き上げられる会社がある
と大変なので､高いところと低いところはカットしてですね､中間のところを取って順位
をつけたりして、そして平等化しながらですね、選考していくと。そういう方式をこれま
でもずっと取ってますし､このヒアリングにおいてもそういうような中で､先ほど言いま
したとおりJRTが8人良いと、レボリューションという会社が1人良いと､そういうこ
とでJRTにさせてもらったということであります。

その後ですね､当然北海道の方にこういう業者が決まったので、この業者についてすべ
ての資料、私どもに提出された事業計画書も含めてですね、会社の概要も含めて、すべて

の資料を北海道の方に提供して申請しまして、この業者でいいかどうかという､そういう

申請をさせてもらって､その後で北海道から通知が来た中で契約と､そういうような運び

になったということです。だから、選定が公平に実施されていないというのが、どういう

ふうにしてどういうことを言っているのか、これについてちょっとわからないところあ

りますけれども、彼は、陳情者は、私どもから、あれだけの簿冊のですね情報公開の文言

を請求しておりまして、その中にはもちろん採点結果、誰がどこに何点付けた、名前のと

ころは消してますけども､誰が何点付けて誰が何点付けてという採点結果もすべて､情報

公開の資料として入手しているんですね｡だから、どういうふうにしてされたかというこ

とは重々わかっていると思うんですけども｡だから、ここで言っている公平とかというの

がどういう主張なのかということであります。そういうことで3回公募してJRTに決

めさせてもらいました。

それから、最後のですね、売却先企業が異なる事業を行っているということですけど

も、JRTの事業計画というのは、5年間はキャットスキーでやると。JRT以外の残り

の3社、4社もですね、すべてキャットスキー、あるいはスノーモービルで最初、経営

を安定させた後でリフトについては考えていくと｡そういう概要でした｡当然ですね一気

に3億3,000万もかけて直すとか､そういうようなことの資金は出せないだろうなと

も思いましたので、これはJRTだけではありません｡他の業者もキヤツトスキーを中心

にしながらと。UTですらそうでした。UTですらキヤットスキーを中心としながらTバ

ールーフをつけていきたいと、そういう計画でありました。そういう中でJRTは5年

間はキャットスキーで事業を安定させて､5年後にリフトの設置を目指していきたいと。

という計画内容でありました。ですから、5年度というのはまさに2021年、今年なん

ですね。今年、実はこの夏にですね、リフトを新設することが、当初の計画の予定では、

そういう予定ではありましたので､今おそらくやっていないと思いますので､それについ

ては計画どおりではないということです。ただ、2年前にですね、実は簡易な□一プトウ

をケレンデに設置して、挑戦はしているんですね。ところが､やってはみたんですけど、

どの程度の投資でやったのかはわかりませんけど､あまりうまくいかなくってですね､冬

中に、シーズン中に撤去をしています。やっぱりそれで、しっかりした物でなければだめ

だな､そういう認識に立ったというふうに思うんですけども､その中で本当は今年やらな

きゃならないんですけども、実はコロナでですね、この2年間コロナの影響で、もちろん
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